
作成日 作成

基 H H H H R
# # # # # #
# # # # # #

3　完了

①予防業務に熟達した者や予防技術資格者の定年退職に伴い、予防技術の低下や予防技術資格者の減少が危惧される。
②設置から10年が経過した住宅用火災警報器は、電池切れや故障などにより取り外されたままになることが懸念される。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

A

①埼玉西武ライオンズの選手をモデル
とした火災予防ポスターの作成は、市
民の関心も高く一定の効果が認められ
るため継続する。
②予防業務の適切な執行や高度化を
図るため、予防技術資格者を計画的に
育成していく。
③住宅用火災警報器の電池切れによ
る交換や適切な維持管理について、
広報活動を充実させる。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①埼玉西武ライオンズの選手をモデルとした火災予防ポスターを4,000枚作成し、管内の事業所等に配布した。
②令和2年中の本組合管内の出火率は2.2件となり、全国平均約2.7件と比較して低い数値となった。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 2

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 1

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 2

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
消防組合管内の出火率（人口1万
人当たりの出火件数）

単位

件/万人

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

市民、管内の事業所 火災予防ポスターを作成し、管内の事業所
等に配布する。

人口1万人当たりの組合の出火件数を減少さ
せる。

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 2,490

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①火災予防の企画及び指導に関すること。
②予防関連統計に関すること。
③予防広報に関すること。
④予防要員の指導育成に関すること。
⑤各種講習会に関すること。
⑥住宅防火対策の推進に関すること。
⑦予防技術資格者の認定に関すること。
⑧火災調査及び報告に関すること。

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002710 事務事業名 火災予防事業（消防局）

所属部 警防部 所属課 予防課 担当・係 火災予防
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作成日 作成

基 H H H H R
# # # # # #
# # # # # #

3　完了

①住宅用火災警報器設置の更なる促進
②住宅用火災警報器の電池切れ、故障などの事例が想定されるため、適切な維持管理に関するPRを充実させる。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

C 2

①火災予防運動等の行事や市報など
効果的な広報活動について検討し、よ
り充実した広報活動を行う。
②機器や電池交換の時期と合わせ、
設置の効果を広報することで更なる設
置率の向上を目指す。
③予防業務の執行体制の改編に伴
い、令和3年度から「火災予防事業（消
防局）」に事業を統合する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 2

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①単身高齢者世帯に、防火冊子及びマスクを配布した。（454世帯）
②火災予防運動期間中に商業施設等で、住宅用火災警報器の設置普及の広報を実施した。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 688

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
管轄における住宅用火災警報器の
設置率

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①火災予防広報に関すること。
②防火思想の普及啓発に関すること。
③火災予防の企画に関すること。
④住宅防火対策に関すること。
⑤各関連団体に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

管轄の住民等 火災予防キャンペーンや広報紙等により火
災予防の周知を図る。

管内での住宅火災による死傷者を低減す
る。

所属部 所沢中央消防署 所属課 予防指導課（中） 担当・係 同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002720 事務事業名 火災予防事業（所沢中央消防署）
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作成日 作成

基 H H H H R
# # # # # #
# # # # # #

3　完了

①住宅用火災警報器設置の更なる促進
②住宅用火災警報器の電池切れ、故障などの事例が想定されるため、適切な維持管理に関するPRを充実させる。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

C 2

①火災予防運動等の行事や市報など
効果的な広報活動について検討し、よ
り充実した広報活動を行う。
②機器や電池交換の時期と合わせ、
設置の効果を広報することで更なる設
置率の向上を目指す。
③予防業務の執行体制の改編に伴
い、令和3年度から「火災予防事業（消
防局）」に事業を統合する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 2

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①単身高齢者世帯に、防火冊子及びマスクを配布した。（308世帯）
②火災予防運動期間中に公共施設等で、住宅用火災警報器の設置普及の広報を実施した。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 612

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
管轄における住宅用火災警報器の
設置率

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①　火災予防広報に関すること。
②　防火思想の普及啓発に関すること。
③　火災予防の企画に関すること。
④　住宅防火対策に関すること。
⑤　各関連団体に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

管轄の住民、事業所 火災予防キャンペーン、広報誌への掲載や
住宅防火訪問により火災予防を周知する。

管轄での住宅火災による死傷者を低減す
る。

所属部 所沢東消防署 所属課 予防指導課（東） 担当・係 危険物

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002730 事務事業名 火災予防事業（所沢東消防署）
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作成日 作成

基 H H H H R
# # # # # #
# # # # # #

3　完了

①住宅用火災警報器の設置の更なる促進。
②住宅用火災警報器の電池切れ、故障などの事例が想定されるため、適切な維持管理に関するPRを充実させる。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

B 1

継続的に火災予防広報を実施し、住
宅用火災警報器の設置世帯数の向上
や維持管理の推進に努める。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①住宅用火災警報器の設置状況の把握及び設置の促進を図った。（設置率85％）
②火災予防運動期間中に商業施設等で、住宅用火災警報器の設置普及の広報を実施した。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 899

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
管轄における住宅用火災警報器の
設置率

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①火災予防広報に関すること。
②防火思想の普及啓発に関すること。
③火災予防の企画に関すること。
④住宅防火対策に関すること。
⑤各関連団体に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

狭山消防署管内の住民 火災予防期間中の広報等 管内での住宅火災による死傷者を低減す
る。

所属部 狭山消防署 所属課 予防指導課（狭） 担当・係 同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002740 事務事業名 火災予防事業（狭山消防署）

0

50

100

基準値 H28 H29 H30 H31 R 2

計画値

実績値



作成日 作成

基 H H H H R
# # # # # #
# # # # # #

3　完了

①住宅用火災警報器設置の更なる促進。
②住宅用火災警報器の電池切れ、故障などの事例が想定されるため、適切な維持管理に関するPRを充実させる。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

B 1

①火災予防運動等の行事や市報など
効果的な広報活動について検討し、よ
り充実した広報活動を行う。
②機器や電池交換の時期と合わせ、
設置の効果を広報することで更なる設
置率の向上を目指す。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 2

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①単身高齢者世帯へ、郵便受けに投函する形式の防火訪問を実施した。（334件）
②火災予防運動期間中に商業施設等で、住宅用火災警報器の設置普及の広報を実施した。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 1,071

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
管内における住宅用火災警報器の
設置率

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①火災予防広報に関すること。
②防火思想の普及啓発に関すること。
③火災予防の企画に関すること。
④住宅防火対策に関すること。
⑤各関連団体に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

管内の住民 火災予防期間中の広報
単身高齢者宅への防火訪問

住宅用火災警報器が普及することにより、住
宅火災による死傷者が低減する。

所属部 入間消防署 所属課 予防指導課（入） 担当・係 同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002750 事務事業名 火災予防事業（入間消防署）
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実績値



作成日 作成

基 H H H H R
# # # # # #
# # # # # #

3　完了

①住宅用火災警報器設置の更なる促進。
②住宅用火災警報器の電池切れ、故障などの事例が想定されるため、適切な維持管理に関するPRを充実させる。
なお、令和２年度の実績値は、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種広報活動が制限されたため、計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

B 1

住宅用火災警報器の設置や維持管理
の推進を実施していく。B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない

2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 2

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①火災予防運動の期間中において防火に関する広報活動を実施した。
②単身高齢者世帯へ防火訪問を実施するに当たり、コロナウイルス感染症対策としてパンフレットを各世帯へ配布（ポスティング）した。
　（実施件数：290件）

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 2

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 860

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
管内における住宅用火災警報器の
設置率

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①火災予防広報に関すること。
②防火思想の普及啓発に関すること。
③火災予防の企画に関すること。
④住宅防火対策に関すること。
⑤各関連団体に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

管内の住民 火災予防期間中の広報 住宅用火災警報器が普及することにより、住
宅火災による死傷者が低減する。

所属部 飯能日高消防署 所属課 予防指導課（飯） 担当・係 消防同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002760 事務事業名 火災予防事業（飯能日高消防署）
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# # # # # #

3　完了

若年層職員の火災調査知識及び技術の向上や育成が必要である。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

C 2

①高い火災原因究明率を維持するた
め、研修会の内容の見直しを行い、職
員の火災調査に対する知識や技術の
向上を図る。
②予防業務の執行体制の改編に伴
い、令和3年度から「火災原因調査事
業（消防局）」に事業を統合する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①火災調査書類、写真撮影要領及び出火原因分類の解説について研修を実施した。（受講者42人）
②令和2年所沢中央消防署管内の火災件数は32件であり、火災原因究明率は96.8％であった。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 390

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
火災原因の究明率（年中）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に関すること。
②火災原因調査に必要となる資機材の整備に関すること。
③火災原因調査の知識と技術の向上に関すること。
④火災の統計に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署の調査員 署調査員を対象とした署内研修会を開催す
る。

消防署管内で発生した火災の原因を究明
し、これによって生じた損害の程度を明らか
にする。

所属部 所沢中央消防署 所属課 予防指導課（中） 担当・係 危険物

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002920 事務事業名 火災原因調査事業（所沢中央消防署）
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作成日 作成

基 H H H H R
# # # # # #
# # # # # #

3　完了

若年層職員の火災調査知識及び技術の向上や育成が必要である。
なお、令和2年中の実績値は、市民生活の多様化及び専門的知識が求められる火災が多く発生したため、計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

C 2

①高い火災原因究明率を維持するた
め、研修会の内容の見直しを行い、職
員の火災調査に対する知識や技術の
向上を図る。
②予防業務の執行体制の改編に伴
い、令和3年度から「火災原因調査事
業（消防局）」に事業を統合する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①電気火災について電気火災実習装置を使用し、研修を実施した。（受講者88人）
②令和2年所沢東消防署管内の火災件数は31件であり、火災原因究明率は87.0％であった。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 368

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
火災原因の究明率（年中）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①　火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に関すること。
②　火災原因調査に必要となる資機材の整備に関すること。
③　火災原因調査の知識と技術の向上に関すること。
④　火災の統計に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署の調査員 署調査員を対象とした署内研修会を開催す
る。

消防署管内で発生した火災の原因を究明
し、これによって生じた損害の程度を明らか
にする。

所属部 所沢東消防署 所属課 予防指導課（東） 担当・係 危険物

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002930 事務事業名 火災原因調査事業（所沢東消防署）
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3　完了

ベテラン職員の大量退職などにより、火災原因調査の知識・技術のレベル低下が懸念されるため、若年職員へ知識と技能を伝承し、火災
調査技術の向上を図る必要がある。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

B 1

高い火災原因究明率を維持するため、
研修会の内容の見直しを行い、職員の
火災調査に対する知識や技術の向上
を図る。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①火災原因調査資機材の整備並びに火災調査員を対象とした研修会（受講者12人）を実施した。
②令和2年狭山市内の火災件数は34件であり、火災原因究明率は97％であった。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 1

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 241

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
火災原因の究明率（年中）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①火災の原因及び損害の調査に関すること。
②火災原因調査に必要となる資機材の整備に関すること。
③火災原因調査の知識と技術の向上に関すること。
④火災の統計に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

狭山消防署の調査員 署調査員を対象とした署内研修会を開催す
る。

消防署管内で発生した火災の原因を究明
し、これによって生じた損害の程度を明らか
にする。

所属部 狭山消防署 所属課 予防指導課（狭） 担当・係 火災調査

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002940 事務事業名 火災原因調査事業（狭山消防署）
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3　完了

若年層職員の火災調査知識及び技術の向上や育成が必要である。
なお、令和2年中の実績値は、市民生活の多様化及び専門的知識が求められる火災が多く発生したため、計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

B 1

高い火災原因究明率を維持するため、
研修会の内容を見直しを行い、職員の
火災調査に対する知識や技術の向上
を図る。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①火災原因調査書類の作成及び燃焼実験の検証の研修を実施した。（受講者47人）
②令和2年入間市内の火災件数は37件であり、火災原因究明率は97％であった。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 332

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
火災原因の究明率（年中）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①火災の原因及び損害の調査に関すること。
②火災原因調査に必要となる資機材の整備に関すること。
③火災原因調査の知識と技術の向上に関すること。
④火災の統計に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署の調査員 署調査員を対象とした署内研修会を開催す
る。

消防署管内で発生した火災の原因を究明
し、これによって生じた損害の程度を明らか
にする。

所属部 入間消防署 所属課 予防指導課（入） 担当・係 同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002950 事務事業名 火災原因調査事業（入間消防署）
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3　完了

火災調査担当員の技術を向上し、職員全体の火災原因調査に対する知識や技術を習熟させていく必要がある。
なお、令和2年中の実績値は、現場到着に時間を要する火災により、焼損が著しく、出火原因の究明に至らない事案が数件発生したた
め、究明率が計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

B 1

①高い火災原因究明率を維持するた
め、研修会の内容の見直しを行い、職
員の火災調査に対する知識や技術の
向上を図る。
②火災調査の人員体制及び資機材の
強化を図る。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①火災原因調査資機材の整備並びに火災調査員及び希望者を対象とした研修会（受講者108人）を実施した。
②令和2年飯能日高消防署管内の火災件数は35件であり、火災原因究明率は91％であった。また、予防指導課が署隊と共に原因調査
に携わった件数は35件中7件であった。

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 1

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 407

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
火災原因の究明率（年中）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①火災の原因及び損害の調査に関すること。
②火災原因調査に必要となる資機材の整備に関すること。
③火災原因調査の知識と技術の向上に関すること。
④火災の統計に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署の調査員 署調査員を対象とした署内研修会を開催す
る。

消防署管内で発生した火災の原因を究明
し、これによって生じた損害の程度を明らか
にする。

所属部 飯能日高消防署 所属課 予防指導課（飯） 担当・係 消防同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 住宅防火の推進

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002960 事務事業名 火災原因調査事業（飯能日高消防署）
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3　完了

法令違反のある防火対象物の是正率向上に向けた取り組みとして、査察指導員の知識、技術の向上や効果的な査察の実施など、予防
査察体制の充実・強化を図る必要がある。
なお、令和2年度の実績値は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所側の対応等が困難であったため、計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

C 2

①人命の危険性が高い特定防火対象
物の違反是正を最優先し、予防査察
体制の充実・強化を図る。
②予防業務の執行体制の改編に伴
い、令和3年度から「消防同意・査察事
業（消防局）」に事業を統合する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
年間実施計画に基づき、防火対象物への立入検査を実施した。
立入検査計画件数　658件　　立入検査実施件数　653件　　立入検査実施率   99.2％
違反件数　467件　　　　　　　　是正件数　287件　　　　　　　　是正率　61.5％

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 2

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 199

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①建築確認等の同意事務に関すること。
②消防法令に基づく立入検査及び違反処理に関すること。
③予防査察指導事業の資機材の整備に関すること。
④防火対象物点検及び防災管理点検報告制度の特例認定の審査に関すること。
⑤消防法令改正に伴う運用の知識と技術の向上に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署管内の防火対象物 年間実施計画に基づき立入検査を実施す
る。

防火対象物における消防法令違反を是正
し、施設利用者の安全を確保する。

所属部 所沢中央消防署 所属課 予防指導課（中） 担当・係 同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002820 事務事業名 消防同意・査察事業（所沢中央消防署）
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3　完了

法令違反のある防火対象物の是正率向上に向けた取り組みとして、査察指導員の知識、技術の向上や効果的な査察の実施など、予防
査察体制の充実・強化を図る必要がある。
なお、令和2年度の実績値は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所側の対応等が困難であったため、計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

C 2

①人命の危険性が高い特定防火対象
物の違反是正を最優先し、予防査察
体制の充実・強化を図る。
②予防業務の執行体制の改編に伴
い、令和3年度から「消防同意・査察事
業（消防局）」に事業を統合する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
年間実施計画に基づき、防火対象物への立入検査を実施した。
立入検査計画件数　635件　　立入検査実施件数　624件　　立入検査実施率　98.3％
違反件数　384件　            　是正件数　275件　　　　　　　　是正率　71.6%

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 2

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 187

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①建築確認等の同意事務に関すること。
②消防法令に基づく立入検査及び違反処理に関すること。
③予防査察指導事業の資機材の整備に関すること。
④防火対象物点検及び防災管理点検報告制度の特例認定の審査に関すること。
⑤消防法令改正に伴う運用の知識と技術の向上に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署管内の防火対象物 年間実施計画に基づき立入検査を実施す
る。

防火対象物における消防法令違反を是正
し、施設利用者の安全を確保する。

所属部 所沢東消防署 所属課 予防指導課（東） 担当・係 同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002830 事務事業名 消防同意・査察事業（所沢東消防署）
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3　完了

指摘事項の是正率を向上する必要がある。
①令和2年度立入検査指摘件数　405件
②令和2年度指摘事項是正件数　262件
③令和2年度指摘事項是正率　64.7％
なお、令和2年度の実績値は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所側の対応等が困難であったため、計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

A

効果的な立入検査を実施するととも
に、消防法令違反の防火対象物に対
し重点的に違反是正を行う。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
①令和2年度査察指導員研修会受講者　13人
②令和2年度立入検査計画件数　812件
③令和2年度立入検査実施件数　751件
④令和2年度立入検査実施率   　92.5％

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 1

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 165

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①建築確認等の同意事務に関すること。
②消防法令に基づく立入検査及び違反処理に関すること。
③予防査察指導事業の資機材の整備に関すること。
④防火対象物点検及び防災管理点検報告制度の特例認定の審査に関すること。
⑤消防法令改正に伴う運用の知識と技術の向上に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

狭山消防署管内の防火対象物 年間実施計画に基づき立入検査を実施す
る。

防火対象物における消防法令違反を是正
し、施設利用者の安全を確保する。

所属部 狭山消防署 所属課 予防指導課（狭） 担当・係 同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002840 事務事業名 消防同意・査察事業（狭山消防署）
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3　完了

法令違反のある防火対象物の是正率向上に向けた取り組みとして、査察指導員の知識、技術の向上や効率的な査察の実施など、予防
査察体制の充実・強化を図る必要がある。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

A

人命の危険性が高い特定防火対象物
の違反是正を最優先し、予防査察体
制の充実・強化を図る。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
年間実施計画に基づき、防火対象物への立入検査を実施した。
立入検査計画件数　405件　　立入検査実施件数　425件　　立入検査実施率　104.9%
違反件数　261件　　　　　　　  是正件数　203件　　　　　　　　是正率　77.8％

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 2

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 130

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①建築確認等の同意事務に関すること。
②消防法令に基づく立入検査及び違反処理に関すること。
③予防査察指導事業の資機材の整備に関すること。
④防火対象物点検及び防災管理点検報告制度の特例認定の審査に関すること。
⑤消防法令改正に伴う運用の知識と技術の向上に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署管内の防火対象物 年間実施計画に基づき立入検査を実施す
る。

防火対象物における消防法令違反を是正
し、施設利用者の安全を確保する。

所属部 入間消防署 所属課 予防指導課（入） 担当・係 同意・査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002850 事務事業名 消防同意・査察事業（入間消防署）
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3　完了

予防査察指導員の知識と技術の向上に努め、さらに立入検査を計画的に実施し違反等を指導是正する必要がある。
なお、令和2年度の実績値は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所側の対応等が困難であったため、計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

A

人命の危険性が高い特定防火対象物
の違反是正を最優先し、予防査察体
制の充実・強化を図る。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
防火対象物の立入検査を行い、消防設備等の維持管理、不備事項の改善指導が行えた。
令和2年度立入検査計画件数　622件　　立入検査実施件数　582件　　立入検査実施率　93.6％
違反件数　206件　　　　　　　　　　　　　　 是正件数　127件　　　　　　　　是正率　61.7％

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 2

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 97

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①建築確認等の同意事務に関すること。
②消防法令に基づく立入検査及び違反処理に関すること。
③予防査察指導事業の資機材の整備に関すること。
④防火対象物点検及び防災管理点検報告制度の特例認定の審査に関すること。
⑤消防法令改正に伴う運用の知識と技術の向上に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署管内の防火対象物 年間実施計画に基づき立入検査を実施す
る。

防火対象物における消防法令違反を是正
し、施設利用者の安全を確保する。

所属部 飯能日高消防署 所属課 予防指導課（飯） 担当・係 消防同意･査察

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0002860 事務事業名 消防同意・査察事業（飯能日高消防署）
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3　完了

火災の発生や火災による人的・物的被害を低減するために、軽微な違反を含め危険物施設等の違反率を0％とする必要がある。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

C 2

①危険物施設等における事故、火災
等の重大性を認識し、施設の法令違
反0％に向けた査察を実施するなど火
災予防対策を推進する。
②予防業務の執行体制の改編に伴
い、令和3年度から「保安事業（消防
局）」に事業を統合する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 2

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
年間実施計画に基づき、危険物施設への立入検査を実施した。
立入検査計画数　85施設　　立入検査実施数　89施設　　立入検査実施率　104.7％
違反数　34施設　　　　　　　　是正数　29施設　　　　　　　　是正率　85.3％

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 1

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 70

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①危険物の規制に関すること。
②危険物許可施設等の検査及び査察に関すること。
③火薬・高圧ガス・液化石油ガスに関すること。
④違反処理に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署管内の危険物許可施設 年度計画に基づき立入検査を実施する。 危険物許可施設における消防法令違反を是
正し、事故の発生を未然に防止する。

所属部 所沢中央消防署 所属課 予防指導課（中） 担当・係 危険物

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0003020 事務事業名 保安事業（所沢中央消防署）
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3　完了

火災の発生や火災による人的・物的被害を低減するために、軽微な違反を含め危険物施設等の違反率を0％とする必要がある。
なお、令和2年度の実績値は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所側の対応等が困難であったため、計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

C 2

①危険物施設等における事故、火災
等の重大性を認識し、施設の法令違
反0％に向けた査察を実施するなど火
災予防対策を推進する。
②予防業務の執行体制の改編に伴
い、令和3年度から「保安事業（消防
局）」に事業を統合する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 2

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
年間実施計画に基づき、危険物施設への立入検査を実施した。
立入検査計画数　78施設　　立入検査実施数　76施設　　立入検査実施率　97.4％
違反数　21施設　　　　　　　　是正数　21施設　　　　　　　　是正率　100％

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 1

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 87

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①危険物の規制に関すること。
②危険物許可施設等の検査及び査察に関すること。
③火薬・高圧ガス・液化石油ガスに関すること。
④違反処理に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

管轄の危険物許可施設 年度計画に基づき立入検査を実施する。 危険物許可施設における消防法令違反を是
正し、事故の発生を未然に防止する。

所属部 所沢東消防署 所属課 予防指導課（東） 担当・係 危険物

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0003030 事務事業名 保安事業（所沢東消防署）
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作成日 作成

基 H H H H R
# # # # # #
# # # # # #

3　完了

指摘事項の是正率を向上する必要がある。
・令和2年度立入検査指摘件数　28件
・令和2年度指摘事項是正件数　24件
・令和2年度指摘事項是正率　85.7％

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

B 1

危険物施設等における事故、火災等
の重大性を認識し、施設の法令違反
0%に向けた査察を実施するなど火災
予防対策を推進する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
立入検査の年間実施計画に基づき、危険物施設への立入検査を実施した。
・令和2年度立入検査計画件数　163件
・令和2年度立入検査実施件数　164件
・令和2年度立入検査実施率　  100.6％

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 2

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 3

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 1

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 592

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①危険物の規制に関すること。
②危険物許可施設等の検査及び査察に関すること。
③火薬・高圧ガス・液化石油ガスに関すること。
④違反処理に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

狭山消防署管内の危険物許可施設 年度計画に基づき立入検査を実施する。 危険物許可施設における消防法令違反を是
正し、事故の発生を未然に防止する。

所属部 狭山消防署 所属課 予防指導課（狭） 担当・係 危険物

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0003040 事務事業名 保安事業（狭山消防署）
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3　完了

火災の発生や火災による人的・物的被害を軽減するために、軽微な違反を含め危険物施設等の違反率を0％とする必要がある。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

B 1

危険物施設等における事故、火災等
の重大性を認識し、施設の法令違反
０％に向けた査察を実施するなど火災
予防対策を推進する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 2

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
年間実施計画に基づき、危険物施設への立入検査を実施した。
立入検査計画数　124施設　　立入検査実施数　126施設　　立入検査実施率　101.6％
違反数　22施設　　　　　　　　　是正数　16施設　　　　　　　　 是正率　72.7％

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 1

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 51

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①危険物の規制に関すること。
②危険物許可施設等の検査及び査察に関すること。
③火薬・高圧ガス・液化石油ガスに関すること。
④違反処理に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

管内の危険物許可施設。 年度計画に基づき立入検査を実施する。 危険物許可施設における消防法令違反を是
正し、事故の発生を未然に防止する。

所属部 入間消防署 所属課 予防指導課（入） 担当・係 危険物

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0003050 事務事業名 保安事業（入間消防署）　　
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3　完了

査察指導員の知識と技術の向上に努め、更に立入検査を計画的に実施し違反等を指導・是正する必要がある。
なお、令和2年度の実績値は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所側の対応等が困難であったため、計画値を下回った。

今後の展開 今後の取組方針
A　重点化・拡大して継続

B 1

危険物施設等における事故、火災等
の重大性を認識し、施設の法令違反
0%に向けた査察を実施するなど火災
予防対策を推進する。

B　現状のまま継続 1　大幅な見直しは必要ない
2　見直しには法令等の改正が必須
3　見直しの必要性はあるが時期尚早
4　現状では見直しが不可能

C　見直しして継続 1　見直し・縮小
2　他事業との整理・統合

D　休止・廃止等 1　休止
2　廃止

実施に当たって民間委託や市民との協働の余地がある。 余地がない 余地がある 多くの余地がある 3

(3)事務事業の評価
これまでの主な取組と成果
立入検査を実施し、危険物施設の災害防止が図れた。
令和２年度立入検査計画数　117施設　　立入検査実施数　113施設　　立入検査実施率　96.6％
違反数　30施設　　　　　　　　　　　　　　　 是正数　24施設　　　　　　　　　是正率　80.0％

今後の課題（未達成の課題等）

類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 実施不可能である 検討の余地がある 実施可能である 3

「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 非常に有効である 有効である あまり有効ではない 2

事業の成果を示すデータがあり、実績がある。 把握している 把握不可能である 把握していない 3

市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 多くの要望等がある 要望等がある 要望等はない 1

社会情勢の変化などにより、事業開始時の目的が変化している。 変化していない 若干変化している 変化している 3

法令に基づき、義務付けられている事業である。 義務付けられている 義務付けられていない 3

国や県、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 実施しなければならない 実施するべきである 実施する必要性は低い 3

単位

％

(2)現状分析

設　　問
分析

3 2 1

(3) 事業費

決算額（千円） 令和2年度 51

２．事後評価の部
(1)指標名 実績の推移
査察計画に基づく立入検査実施率
（管轄）

１．事業内容
(1)事務事業の概要（具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
①危険物の規制に関すること。
②危険物許可施設等の検査及び査察に関すること。
③火薬・高圧ガス・液化石油ガスに関すること。
④違反処理に関すること。

(2) 事務事業の分析と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）
＊人や自然資源等

② 手段（どのような方法で実施するのか） ③ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

消防署管内の危険物許可施設 年度計画に基づき立入検査を実施する。 危険物許可施設における消防法令違反を是
正し、事故の発生を未然に防止する。

所属部 飯能日高消防署 所属課 予防指導課（飯） 担当・係 危険物

章 予防行政の推進 節 火災予防対策の推進 主要施策 予防査察体制の強化

令和2年度 事務事業マネジメントシート（評価） 令和3年09月15日

計画事業番号 0003060 事務事業名 保安事業（飯能日高消防署）
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